
≪ 日 程 ≫ 

１２:３０～            受付 

１３:００～１３:５０   開会行事 

人権作文・人権標語表彰式（作文朗読） 

ほのぼの写真コンテスト表彰式 

１４:００～１４:２０   杵築中学校生徒会による人権学習発表 

幼稚園、小・中学校の人権学習の取組の壁面展示 

１４:３０～１５:５５   市民人権・同和教育講演会 

１５:５５～１６:００   閉会行事 

※進行状況等により、講演会の開始時間が前後する場合があります。 

 

 

 

と き １２月２日（土）１３:００～１６:００ 

ところ  杵築市健康福祉センター 多目的ホール 
（杵築市大字猪尾９４１） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共 催】杵築市 杵築市教育委員会 杵築市人権・同和教育推進協議会        

【問合せ】人権啓発・部落差別解消推進課（杵築市隣保館内）☏ 0978-62-4799 

 

演題 「ちょっと心を かしてくれませんか」 

講師 ヒューマンバンド「熱と光」代表  宮
みや

﨑
ざき

  保
たもつ

さん 

【講師プロフィール・メッセージ】 

福岡県北九州市在住、１９５０年生まれ。 

一度や二度の失敗ですべてに自信をなくし苦しんでいる子どもたち 

に、多くの挫折の中から生きる喜びを学ぶことを伝えたいという思い

から、１９９５年９月にヒューマンバンド「願児我楽夢（がんじがら

め）」を結成。２００８年１２月に引退後、ソロ活動を展開。２００９

年１１月にヒューマンバンド「熱と光」を結成。 

現在は、全国各地で差別のない世界、生きることの大切さを伝える 

活動を展開しています。部落差別（同和）問題をはじめ、あらゆる差

別をみんなの力でなくしていこうというメッセージを、自身の体験を

交えながら、活動中に出会った人の言葉などを元に作詞・作曲した曲

をギターの弾き語りで披露するなど、わかりやすくお伝えします。 

入場無料 

【市民人権・同和教育講演会 14:30～】 



 

人権フェスティバル参加の方で託児をご

希望の方は、事前にお申し込みください。 

【申込み先】 

人権啓発・部落差別解消推進課 

（杵築市隣保館内） 

☎ 0978-62-4799（FAX兼用） 

E-mail jinken@city.kitsuki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 ２０１６（平成２８）年１２月１６日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されま

した。１９６５（昭和４０）年８月に同和対策審議会答申が出され、「同和対策事業特別措置法」など

の部落差別（同和問題）解消のための法制度のもと、国や地方公共団体では、被差別部落の改善の為の

取組を行ってきましたが、部落差別は未だに解消されていません。 

 この法律では、「現在もなお部落差別が存在する」ことが明示され、「基本的人権の享有を保障する日

本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとにこれを解消することが

重要な課題である」としています。 

杵築市では、法律の趣旨をふまえ、部落差別問題の解決のため引き続き積極的に部落差別のない社会

をめざします。 

 なぜ、この法律ができたのか、そして誰もが幸せに暮らすために大切なことは何なのかを一緒に考え、

市民一人ひとりが力を合わせて、差別や偏見のない豊かな明るい社会を築きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児について（無料） 戸籍・住民票「本人通知制度」 

事前に登録しておくと、自分の戸籍や住民

票が第三者に交付されたときに、市役所から

お知らせします。登録方法等、詳しくは下記

までお問い合わせください。 

【問合せ先】 

杵築市役所市民生活課戸籍係 

☎ 0978-62-1806 

 

 

１９４８（昭和２３）年１２月１０日の国際連合第３回総会において「世界人権宣言」が採択された

ことを記念して、翌年に法務省と全国人権擁護委員連合会が、１２月１０日を最終日とする１週間を『人

権週間』と定めました。 

12 月 4日～10日は『人権週間』です 

   

 

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮

当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、２００６年６月に「拉致

問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。 

この法律では、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年１２月１０日から１６日ま

でを『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』とすることとされました。 

拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題

への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めてい

くことが大切です。ある日突然連れ去られ今も救出を待ち続けている拉致問題のことを知り、関心を持

ってください。それが、この問題の解決のためにとても大切な第一歩となるのです。 

12月 10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 


